
警察の懸賞金に関する説明
資 格 者：事件解決等に結びつく情報を通報した方です。

支払方法：事件解決等への寄与の度合いが大きいと認める方に対して、警察庁から上限額の範囲

内でその寄与の度合いに応じて相当と認められる金額をお支払いします。

尚、対象者が複数ある場合は、それぞれの寄与の度合いに応じて上限額の範囲内にお

いて分割してお支払いします。

通報者が匿名等であるなどのため特定できない方などには、お支払いできません。

注意事項：通報された方の氏名等は公表しません。（秘密は厳守します。）

京都府警のホームページにも事件内容や懸賞広告の内容を掲載していますので、詳細は

そちらでご確認下さい。

期 間：令和６年１２月１４日～令和７年１２月１３日(必着)
※郵送による場合は、応募期間最終日の消印まで有効です。

（ただし、特に必要のある時は、期間の延長又は短縮する場合があります。)
実 施 者：警察庁長官

報奨金に関する詳しい内容については、京都府警察のホームページをご覧いただくか、最寄りの警察署・交番にお尋ね下さい。
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フリーダイヤル

京都府警察ホームページアドレス

電 話

https://www.pref.kyoto.jp/fukei/
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京都府下鴨警察署捜査本部


